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国
際
財
政
学
会
第
七
四
回
年
次
大
会
に
参
加
し
て

山　

田　

直　

夫

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
一
日
か
ら
二
三
日
に

か
け
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
タ
ン
ペ
レ
で
開
催
さ
れ
た
国
際

財
政
学
会
の
第
七
四
回
年
次
大
会
に
つ
い
て
報
告
を
行

う
。
国
際
財
政
学
会
（International Institute of 

Public Finance: IIPF

）
は
一
九
三
七
年
に
パ
リ
に
お

い
て
設
立
さ
れ
た
財
政
学
・
公
共
経
済
学
に
関
す
る
国
際

学
会
で
あ
る
。
国
際
財
政
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジⅰ

に
よ
る

と
、
現
在
五
〇
を
超
え
る
国
々
に
約
七
五
〇
名
の
会
員
を

有
し
て
い
る
。
年
次
大
会
（A

nnual Congress

）
は
毎

年
八
月
に
開
催
さ
れ
、
講
演
（
プ
レ
ナ
リ
ー
）
や
個
別
研

究
報
告
が
行
わ
れ
る
ほ
か
に
、
デ
ィ
ナ
ー
な
ど
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
今
大
会
の

会
場
は
、
タ
ン
ペ
レ
大
学
（
写
真
1
）
で
国
際
財
政
学
会

の
資
料
に
よ
る
と
参
加
者
は
、
四
二
九
名
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
続
く
二
節
で

は
、
年
次
大
会
の
概
要
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
三
節
で

は
筆
者
が
興
味
深
く
感
じ
た
個
別
研
究
報
告
の
内
容
を
紹

介
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
個
別
研
究
報
告
の
内
容
は
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
筆
者
の
関
心
は
企
業
課
税
を
含
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む
広
い
意
味
で
の
証
券
税
制
に
あ
る
の
で
、
紹
介
す
る
内

容
が
そ
う
し
た
税
制
に
関
す
る
研
究
に
偏
っ
て
し
ま
う
こ

と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
最
後
の
四
節
で
は
、

来
年
の
八
月
二
一
日
か
ら
二
三
日
に
か
け
て
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
で
開
催
さ
れ
る
第
七
五
回
年
次
大
会

に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。

二
、
第
七
四
回
年
次
大
会
の
概
要

　

年
次
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
は
図
表
１
の
と
お
り

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
今
大
会
は
八
月
二
一
日
か
ら
二

三
日
の
三
日
間
に
渡
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
以
下
で
は
プ
レ

ナ
リ
ー
（
講
演
）、
個
別
研
究
報
告
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
分
け
て
説
明
し
て
い
く
。

⑴　

プ
レ
ナ
リ
ー
（P

lenary

）

　

図
表
１
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
今
大
会
で
は
二
一
日

写真１　会場のタンペレ大学

筆者撮影
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国際財政学会第七四回年次大会に参加して

図表１　プログラムの概要

〔出所〕　国際財政学会資料より作成

August 21
Tuesday

August 22
Wednesday

August 23
Thursday

8:00 8:00-17:30  
Registration / Info Desk

8:00-16:00  
Registration /  Info Desk

8:00-16:30  
Registration / Info Desk

9:00 Opening Ceremony
Plenary III Working Group Sessions E   

(1.5 hours)9:30
Plenary I

10:00

10:30

Working Group 
Sessions C  
(2 hours)

11:00

Working Group 
Sessions A  
(2 hours)

Working Group Sessions F    
(1.5 hours)

11:30

12:00

12:30
Lunch Lunch

13:00
Lunch

13:30

Working Group 
Sessions D 
(2 hours)

Working Group Sessions G   
(2 hours)

14:00

Working Group 
Sessions B 
(2 hours)

14:30

15:00

15:30

16:00

Excursion 

Plenary IV
16:30

Plenary II
17:00 Closing Ceremony

17:30 General Assembly of 
Members18:00

18:30

19:00
Welcome Reception 

(Tampere Old City Hall)
Conference Dinner 

(Restaurant Paja at Solo 
Sokos Hotel Torni)

19:30

20:00

20:30
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に
二
つ
、
二
二
日
に
一
つ
、
二
三
日
に
一
つ
、
合
計
四
つ

の
プ
レ
ナ
リ
ー
が
設
け
ら
れ
た
。
図
表
２
は
プ
レ
ナ
リ
ー

の
講
演
者
と
そ
の
論
題
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
プ
レ
ナ

リ
ー
で
は
共
通
の
テ
ー
マ
が
設
け
ら
れ
る
。
今
大
会
の

テ
ー
マ
は
、T

he Im
pact of Public Policies on La-

bor M
arkets and Incom

e D
istribution

で
、
公
共

政
策
が
労
働
市
場
や
所
得
分
配
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
、
著
名
な
経
済
学
者
に
よ
る
興
味
深
い
講
演
が
行
わ
れ

た
。
ま
た
、
各
プ
レ
ナ
リ
ー
と
も
最
後
に
質
疑
応
答
の
時

間
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
講
演
者
と
出
席
者
の
間
で
活
発

な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
（
写
真
２
）。

⑵　

個
別
研
究
報
告
（W

orking G
roup Sessions

）

　

図
表
１
にW

orking Group Sessions

と
い
う
記
載

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
別
研
究
報
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
個
別
研
究
報

告
は
大
会
期
間
中
す
べ
て
の
日
に
行
わ
れ
た
。
写
真
３
は

図表２　プレナリーの講演者と論題
講演者 論題

Plenary Ⅰ
Uta Schönberg

（Professor, University College Lon-
don, UK）

The Impact of Immigration on Re-
gions and Workers

Plenary Ⅱ
Henrik Kleven

（Professor, Princeton University, US）

Taxation and the Extensive Margin 
Reconsidered

Plenary Ⅲ
Petra Todd

（Alfred L. Cass Term Professor of 
Economics, University of Pennsylva-
nia, US）

Incorporating Personality Traits 
into Economic Models of Labor Sup-
ply, Education, and Occupational 
Choice

Plenary Ⅳ
Gordon B. Dahl

（Professor, University of California, 
San Diego, US）

Intergenerational Spillovers in Dis-
ability Insurance

〔出所〕　国際財政学会資料より作成
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そ
の
様
子
で
あ
る
。
図
表
３
で
は
一
例
と
し
て
、
二
一
日

の
午
前
一
一
時
か
ら
午
後
一
時
に
か
け
て
行
わ
れ
た

W
orking Group Sessions A

に
お
け
る
各
セ
ッ
シ
ョ

ン
の
タ
イ
ト
ル
を
列
挙
し
、
あ
わ
せ
て
個
別
研
究
報
告
の

本
数
も
掲
載
し
て
い
る
。
各
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
タ
イ
ト
ル

が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
関
連
す
る
数
本

の
個
別
研
究
報
告
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
図
表

３
は
、W

orking Group Sessions A

で
は
一
五
会
場

で
合
計
五
九
本
の
個
別
研
究
報
告
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　

図
表
４
は
、
図
表
３
に
あ
るT

ax Com
petition 

Ⅰ

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
個
別
研
究
報
告
を

行
っ
た
研
究
者
と
そ
の
論
題
を
示
し
て
い
る
。
す
べ
て
の

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
タ
イ
ト
ル
お
よ
び
個
別
研
究
報
告
の
論

題
、
さ
ら
に
報
告
論
文
は
年
次
大
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジⅱ

か

ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
も
と
に
筆
者

が
調
べ
た
限
り
で
は
、
企
画
セ
ッ
シ
ョ
ン
も
含
め
て
セ
ッ

写真２　プレナリーの様子

筆者撮影
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図表３　セッションの一例（Working Group Sessions A）
セッションのタイトル 個別研究報告の本数

A01 Firm Taxation 4
A02 Income and Wealth Inequality 4
A03 Taxation of Multinationals 4
A04 Climate Policy 4
A05 Voting, Policy and Electoral Rules 4
A06 Labor Supply and Tax-Benefit Policy 4
A07 Tax Competition Ⅰ 4
A08 Tax Avoidance and Evasion Ⅰ 3
A09 Immigration 4
A10 Income and Profit Shifting 4
A11 Altruism and Social Norms 4
A12 Health 4
A13 Theoretical Political Economics 4
A14 Fiscal Policy and Fiscal Outcomes 4
A15 Evaluation of Policy Reforms 4

〔出所〕　国際財政学会資料より作成

写真３　個別研究報告の様子

筆者撮影
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シ
ョ
ン
の
総
数
は
一
〇
一
、
個
別
研
究
報
告
の
本
数
は
三

六
三
で
あ
っ
た
。
前
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
総
数
は
九
四
、

個
別
研
究
報
告
の
本
数
は
三
四
四
で
あ
っ
た
の
で
昨
年
よ

り
増
加
し
て
い
る
。
だ
が
筆
者
の
個
人
的
な
印
象
と
し
て

は
、
参
加
者
は
昨
年
よ
り
若
干
少
な
い
よ
う
に
感
じ
た
。

し
か
し
、
税
制
、
公
債
、
社
会
保
障
、
地
方
財
政
、
財
政

政
策
な
ど
、
財
政
学
・
公
共
経
済
学
の
中
心
的
な
分
野
に

つ
い
て
数
多
く
の
報
告
が
な
さ
れ
、
活
発
か
つ
建
設
的
な

議
論
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
に
つ
い
て

は
、最
適
課
税
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
五
つ
（O

ptim
al 

T
axation

Ⅰ, 

Ⅱ, 

Ⅲ, O
ptim

al T
ax Policy, O

ptim
al 

Incom
e T

axation

）、
国
際
課
税
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ

ン
が
四
つ
（International T

axation

Ⅰ, 

Ⅱ, 

Ⅲ, In-

ternational T
ax Evasion

）
あ
り
、
最
適
課
税
、
国
際

課
税
に
関
す
る
研
究
報
告
が
多
か
っ
た
。

　

筆
者
は
、T

ax Com
petition

Ⅰ, International T
ax-

ation

Ⅰ, Property T
axation, Corporate T

axation

図表４　個別研究報告の一例
セッションのタイトル：A07 Tax Competition Ⅰ

報告者 個別研究報告の論題
Gaetan Nicodeme
Antonella Caiumi
Ina Majewski

European Commission, Belgium

What Happened to CIT collection? Solving 
the Rates-Revenues Puzzle

Daiki Kishishita
Satoshi Kasamatsu

The University of Tokyo, Japan

When Populism Meets Globalization: Analy-
sis of Tax Competition

Celine Azemar1

Rodolphe Desbordes2

1University of Glasgow, United Kingdom
2SKEMA

The Race for FDI: Corporate Tax Rates 
and Competitor’s Attractiveness

Seppo Kari1
Jussi Laitila2

Olli Ropponen1

1VATT Institute for Economic Research, Finland
2Ministry of Finance, Finland

Investment Incentives and Tax Competition 
under Allowance for Growth and Invest-
ment （AGI）

（注）　下線は当日の報告者を示している。
〔出所〕　国際財政学会資料より作成
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ん
だ
。三

、
個
別
研
究
報
告
の
紹
介

　

こ
こ
で
は
筆
者
が
聞
い
た
個
別
研
究
報
告
の
中
か
ら
、

International T
axation

Ⅰ

と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
と

T
ax Com

petition I

と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ
た

Ａ
Ｃ
Ｅ
に
関
連
す
る
研
究
を
紹
介
す
るⅲ

。

　

多
く
の
国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
法
人
税
と
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
違

い
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
通
常
の

法
人
税
は
負
債
利
子
を
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
が
、

株
式
の
機
会
費
用
は
控
除
し
な
い
の
で
、
企
業
の
資
金
調

達
行
動
に
対
し
て
非
中
立
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
税
制
上
、
負
債
を
優
遇
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
てInstitute for Fiscal Studies

（1991

）

に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
、
税
制
上
の
自
己
資
本

で
あ
る
株
主
基
金
に
み
な
し
利
子
率
を
乗
じ
た
も
の
を
株

と
い
っ
た
企
業
の
国
際
的
な
行
動
に
対
す
る
税
制
に
関
す

る
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
資
産
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
中
心
に
個
別
研
究
報
告
を
聞
い
た
。
次
の
三
節

で
は
筆
者
が
聞
い
た
個
別
研
究
報
告
の
中
か
ら
、
イ
タ
リ

ア
な
ど
で
導
入
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｃ
Ｅ
（A

llow
ance for 

Corporate Equity
）
と
い
う
企
業
に
対
す
る
税
制
に
関

連
す
る
研
究
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

⑶　

ソ
ー
シ
ャ
ル・プ
ロ
グ
ラ
ム
（Social P

rogram

）

　

年
次
大
会
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
プ
レ
ナ
リ
ー
や
個
別
研

究
報
告
で
あ
る
が
、
大
会
期
間
中
は
様
々
な
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
参
加
者
が
親
交

を
深
め
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
二
一
日
の
夜
に

は
ウ
ェ
ル
カ
ム
・
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
、
二
三
日
の
夜
に
は

デ
ィ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
二
日
の
夕
方
か
ら

は
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
お
り
、
参
加
者
は
ピ
ュ

ハ
湖
（Lake Pyhäjärvi

）
を
遊
覧
す
る
な
ど
し
て
楽
し
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式
の
機
会
費
用
と
し
て
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
の

で
、
資
金
調
達
行
動
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
。
ま
た
、

通
常
の
法
人
税
は
理
論
的
に
は
企
業
の
投
資
決
定
に
歪
み

を
与
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
企

業
の
投
資
決
定
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
単
な
る
提
案
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
国
で
実
際
に
導
入
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
発
表
し
た
声
明
（
二
〇
一
四
年
対

日
四
条
協
議
終
了
に
あ
た
っ
て
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
代
表
団
声
明
）

で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
Ａ
Ｃ
Ｅ
導
入
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

⑴　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
Ａ
Ｃ
Ｅ

　

ベ
ル
ギ
ー
の
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
（U

ni-

versité Catholique de Louvain

）
のJan K

ock

氏

とM
arcel Gérard

氏
は
、T

he A
llow

ance for Cor-

porate E
quity in E

urope: Latvia, Italy and 

Portugal

、
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
企
業
の
レ

バ
レ
ッ
ジ
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
個
別
研
究
報
告
を

行
っ
たⅳ

。
分
析
対
象
国
は
イ
タ
リ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
三
か
国
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｃ
Ｅ
は
イ
タ
リ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
以
外

の
国
で
も
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
国
に
よ
っ
て
も
制

度
の
内
容
が
異
な
る
。
そ
こ
で
報
告
で
は
、
最
初
に
分
析

対
象
国
以
外
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
概
要
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
が

行
わ
れ
た
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
大
き
くhard A

CE

とsoft 

A
CE

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。hard A

CE

と
は

Institute for Fiscal Studies

の
提
案
に
忠
実
に
税
制

上
の
自
己
資
本
の
一
定
割
合
を
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
か

ら
控
除
す
る
タ
イ
プ
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

soft A
CE

と
は
、
自
己
資
本
の
一
定
割
合
で
は
な
く
新

規
株
式
の
一
定
割
合
を
計
算
に
用
い
た
り
、
株
式
の
機
会

費
用
に
対
し
て
軽
減
税
率
を
適
用
し
た
り
す
る
タ
イ
プ
の

Ａ
Ｃ
Ｅ
を
指
す
。
説
明
で
は
、hard A

CE

の
導
入
国ⅴ

と
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し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
あ
る
こ
と
、soft A

CE

の
導
入
国
と
し
て
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ト
ル
コ
、
キ
プ
ロ
ス
な
ど
が
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
最
初
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
導
入
し

た
の
は
ク
ロ
ア
チ
ア
（
導
入
年
は
一
九
九
四
年
）
で
あ
る

こ
と
、
ベ
ル
ギ
ー
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
つ
い
て
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
を

減
少
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
す
る
実
証
研
究
が
い
く
つ
か

蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
二

〇
一
一
年
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
導
入
さ
れ
た
が
実
証
研
究
は
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
も
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
近

年
、
欧
州
委
員
会
か
ら
Ａ
Ｇ
Ｉ
（A

llow
ance for 

Grow
th and Investm

ent

）
と
い
うsoft A

CE
に
分

類
さ
れ
る
仕
組
み
を
含
ん
だ
税
制
が
新
た
に
提
案
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
たⅵ

。

　

次
い
で
報
告
で
は
、
分
析
対
象
国
（
ラ
ト
ビ
ア
、
イ
タ

リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
概
要
に
つ
い
て
説
明

が
行
わ
れ
た
。
説
明
に
よ
る
と
、
ラ
ト
ビ
ア
で
は
二
〇
〇

八
年
末
に
導
入
が
決
ま
り
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
（
実
際
に
控
除
さ
れ
る
の
は
二
〇
一
〇
年
課

税
年
度
か
ら
）。
そ
の
仕
組
み
は
、
前
期
の
留
保
所
得

（
た
だ
し
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
一
日
以
後
に
蓄
積
さ
れ

た
も
の
）
に
み
な
し
利
子
率
を
乗
じ
た
額
を
法
人
税
の
課

税
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
と
い
う
も
の
な
の
で
、soft 

A
CE

に
分
類
さ
れ
る
。
な
お
、
ラ
ト
ビ
ア
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
は

二
〇
一
四
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
で

は
二
回
ほ
ど
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
一
度
目
は
、

一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
、
そ

の
概
要
は
新
規
株
式
に
み
な
し
利
子
率
を
乗
じ
た
額
に
軽

減
税
率
が
課
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
度
目
は
二

〇
一
一
年
に
導
入
さ
れ
、
現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
ち
ら

は
新
規
株
式
に
み
な
し
利
子
率
を
乗
じ
た
額
を
法
人
税
の

課
税
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
。
し
た
が
っ
て
ど
ち
ら
も

soft A
CE

に
分
類
さ
れ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
〇
年
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
な
ど
の
特
定
の
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中
小
企
業
を
対
象
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
導
入
さ
れ
た
が
、
二
〇
一

三
年
以
後
そ
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
よ
り
多
く
の
中
小
企
業

が
対
象
と
な
り
、
さ
ら
に
二
〇
一
七
年
か
ら
は
中
小
企
業

に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

続
い
て
実
証
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ

た
。
分
析
手
法
はdifference-in-differences

と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
析
で
は
、
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
グ

ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
る
分
析
対
象
国
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
グ

ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
る
比
較
対
象
国
を
設
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
分
析
対
象
国
は
も
ち
ろ
ん
ラ
ト
ビ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
グ
ル
ー
プ

と
し
て
、
ラ
ト
ビ
ア
に
対
し
て
は
エ
ス
ト
ニ
ア
と
リ
ト
ア

ニ
ア
、
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

に
対
し
て
は
ス
ペ
イ
ン
を
設
定
し
て
い
る
。
分
析
対
象
期

間
は
ラ
ト
ビ
ア
が
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
四
年
、
イ
タ

リ
ア
が
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
五
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が

二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
四
年
で
あ
る
。
実
証
分
析
に
用

い
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
ビ
ュ
ー
ロ
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク

社
の
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｕ
Ｓ
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
企
業
の
財

務
デ
ー
タ
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
分
析
は
、

book leverage

とfinancial leverage

と
い
う
二
種
類

の
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
定
義
し
て
被
説
明
変
数
に
用
い
た
り
、

説
明
変
数
に
限
界
実
効
税
率
を
考
慮
し
た
変
数
を
用
い
た

り
、
企
業
の
規
模
別
に
分
析
を
行
っ
た
り
と
多
岐
に
渡
っ

て
い
る
が
、
主
な
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
全

企
業
を
対
象
と
し
た
分
析
で
は
、
ラ
ト
ビ
ア
に
つ
い
て
は

Ａ
Ｃ
Ｅ
導
入
が
想
定
と
は
逆
に
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
引
き
上
げ

る
効
果
が
み
ら
れ
た
が
、
イ
タ
リ
ア
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
つ

い
て
は
一
％
か
ら
二
％
程
度
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
引
き
下
げ
る

効
果
が
み
ら
れ
た
。
②
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
企
業
の
規
模

別
に
分
析
を
行
う
と
、
大
企
業
の
方
が
中
小
企
業
よ
り
も

レ
バ
レ
ッ
ジ
の
引
き
下
げ
効
果
が
大
き
い
。

　

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
グ
ル
ー
プ
の
設
定
が
適
切
で
あ
る
か
、

Ａ
Ｃ
Ｅ
以
外
の
政
策
の
影
響
が
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
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れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
な
ど
に
若
干
の
疑
問
が
残
る

が
、
ラ
ト
ビ
ア
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
関
す
る
実
証
研
究
は
筆

者
の
知
る
限
り
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
先
駆
的
な
研
究
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
報
告
論
文
で
は
既
存
の
Ａ
Ｃ

Ｅ
に
関
す
る
先
行
研
究
が
丁
寧
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
筆

者
に
と
っ
て
興
味
深
く
、
大
変
参
考
に
な
る
報
告
で
あ
っ

た
。

⑵　

Ａ
Ｇ
Ｉ
と
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
比
較

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
のV

A
T

T
 Institute for Econom

ic 

Research

のSeppo K
ari

氏
、O

lli Ropponen

氏
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
財
務
省
のJussi Laitila

氏
は
、Invest-

m
ent Incentives and T

ax C
om

petition under 

A
llow

ance for Grow
th and Investm

ent

（A
GI

）、

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
の
効
果
に
関
す
る
理
論
研

究
に
つ
い
て
個
別
研
究
報
告
を
行
っ
たⅶ

。
よ
り
具
体
的
に

は
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
が
企
業
の
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
や
国
家
間

の
租
税
競
争
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
理
論
的
に
明
ら
か

に
し
、
さ
ら
にInstitute for Fiscal Studies

に
よ
っ

て
提
案
さ
れ
た
Ａ
Ｃ
Ｅ
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｇ
Ｉ
と
は
欧
州
委
員
会
（European Com

m
ission

（
二
〇
一
六
））
か
ら
提
案
さ
れ
た
税
制
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
で

は
、
法
人
税
制
が
加
盟
国
ご
と
に
異
な
る
こ
と
が
要
因
と

な
っ
て
企
業
の
投
資
な
ど
に
弊
害
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
欧
州
委
員
会
は

二
〇
一
一
年
に
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
法
人
課
税
ル
ー
ル
の
共
通

化
を
目
指
し
て
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
（Com

m
on Consolidated 

Corporate T
ax Base

）
と
い
う
制
度
を
提
案
し
た
。

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
反
発
な
ど
も
あ

り
、
こ
の
提
案
は
事
実
上
た
な
ざ
ら
し
に
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
最
近
に
な
っ
て
再
検
討
さ
れ
、
新
た
に
提
案
さ
れ

た
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
の
中
に
Ａ
Ｇ
Ｉ
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
Ａ
Ｇ
Ｉ
は
税
制
上
の
自
己
資
本
（A

GI equity 

base
）
の
増
加
分
に
み
な
し
利
子
率
を
乗
じ
た
額
を
課
税
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ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
も
の
で
あ
る
。European Com

-

m
ission

（
二
〇
一
六
）
お
よ
び
Ｅ
Ｙ
税
理
士
法
人
（
二

〇
一
七
）
に
よ
れ
ば
、
税
制
上
の
自
己
資
本
の
増
加
分
と

は
、
最
初
の
一
〇
年
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
課
税
年
度
の

期
末
時
点
の
税
制
上
の
自
己
資
本
と
適
用
初
年
度
の
期
首

時
点
の
税
制
上
の
自
己
資
本
の
差
額
で
あ
る
。
そ
し
て
一

〇
年
目
以
後
は
、
基
準
年
度
が
一
年
ず
つ
前
に
動
い
て
い

く
。
ま
た
、
み
な
し
利
子
率
は
、
当
該
課
税
年
度
の
前
年

の
一
二
月
に
欧
州
中
央
銀
行
が
公
表
す
る
一
〇
年
物
の

ユ
ー
ロ
圏
の
政
府
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
債
の
利
率
に
リ
ス
ク
プ

レ
ミ
ア
ム
の
二
％
ポ
イ
ン
ト
を
加
算
し
た
率
で
あ
る
。
な

お
、
み
な
し
利
子
率
の
下
限
値
は
二
％
で
あ
る
。

　

こ
の
研
究
で
は
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
と
Ａ
Ｃ
Ｅ
をdynam

ic 

investm
ent m

odel

に
組
み
込
ん
で
緻
密
な
分
析
を

行
っ
て
い
る
。
分
析
の
主
な
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

①　

Ａ
Ｇ
Ｉ
は
企
業
の
投
資
を
促
進
す
る
効
果
を
持
つ
。

②�　

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
は
低
税
率
国
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
効

果
を
持
つ
が
、
Ａ
Ｇ
Ｉ
は
そ
の
効
果
を
弱
め
る
方
向
に

作
用
す
る
。

③�　

Ａ
Ｇ
Ｉ
を
含
む
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
は
租
税
競
争
を
抑
制
す

る
効
果
を
持
つ
。

④�　

Ａ
Ｇ
Ｉ
は
投
資
の
促
進
、
租
税
競
争
の
抑
制
、
企
業

行
動
に
対
す
る
中
立
性
の
観
点
か
ら
は
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
劣
る

が
、
一
方
で
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
は
税
収
不
足
と
い
う
課
題
が
あ

る
。

Ａ
Ｇ
Ｉ
がsoft A

CE

に
分
類
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
分
析

結
果
の
大
半
は
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
と
し
て

は
、
実
際
に
Ｅ
Ｕ
で
Ａ
Ｇ
Ｉ
を
含
む
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
が
実
施

さ
れ
れ
ば
世
界
的
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
学
術
的
な
研
究
の
動
向
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

実
際
の
導
入
に
向
け
た
動
き
に
つ
い
て
も
注
視
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。
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四
、
第
七
五
回
年
次
大
会
に
つ
い
て

　

次
回
の
第
七
五
回
年
次
大
会
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
二

一
日
か
ら
二
三
日
に
か
け
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
ラ
ス

ゴ
ー
で
開
催
さ
れ
る
。
会
場
は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
（U
niversity of 

Glasgow
, A

dam
 Sm

ith Business School

）
で
、テ
ー

マ
はT

axation and M
obility

で
あ
る
。
現
時
点
で
、

プ
レ
ナ
リ
ー
の
講
演
者
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

（H
arvard U

niversity

）
のStefanie Stantcheva

氏
、N

athaniel H
endren

氏
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学

（U
niversity of M

anchester

）
お
よ
び
Ｉ
Ｆ
Ｓ
（Insti-

tute For Fiscal Studies

）
のRachel Griffi

th

氏
ら

の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。

　

国
際
財
政
学
会
の
年
次
大
会
で
は
財
政
学
・
公
共
経
済

学
に
関
す
る
非
常
に
幅
広
い
分
野
に
つ
い
て
個
別
研
究
報

告
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
資
本
市
場
に
関
わ
り
の
あ
る

個
別
研
究
報
告
も
少
な
く
な
い
。
次
回
も
資
本
市
場
に
関

連
す
る
分
野
に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注ⅰ　

http://w
w

w
.iipf.net/index.htm

ⅱ　

https://w
w

w
.conftool.pro/iipf2018/sessions.php

ⅲ　

当
日
の
報
告
だ
け
で
な
く
、
報
告
論
文
に
も
基
づ
い
て
紹
介
す
る
。

ⅳ　

当
日
の
報
告
者
はM

arcel Gérard

氏
で
あ
っ
た
。

ⅴ　

既
に
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
廃
止
し
た
国
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
「
導
入

国
」
と
は
導
入
し
た
こ
と
が
あ
る
国
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ⅵ　

Ａ
Ｇ
Ｉ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
三
節
⑵
で
説
明
す
る
。

ⅶ　

当
日
の
報
告
者
はO

lli Ropponen

氏
で
あ
っ
た
。
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主
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